
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

☆ 保育所等の利用・保育料等に関する問合せ先 

青梅市福祉事務所 

〒198-8701 

青梅市東青梅１-11-１ 

0428-22-1111（内線2147・２１４８・２１４９） 

こども家庭部こども育成課保育・幼稚園係、施設給付係 
 

☆ 保育所等の募集人数について 

市役所こども育成課窓口および、下記 Web サイトでも御案

内しております。 

募集状況は毎月初日に更新されます。 

  
保育施設募集状況 

QR コード 
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認可保育所（５０音順） （令和７年１０月１日現在）

施　設　名 法 人 名 電 話 FAX番号 理事長・代表取締役 園　長 開設年月

1 あゆみ （社福）徳心会 新 町 9-2153-3 30-5553 30-5570 関根　陸雄 濵中　美穂 令和2年4月

2 今井 （社福）光道会 今 井 2-1125-2 31-5856 31-6665 橋本　光正 橋本　貴志 昭和42年9月

3 今寺 （社福）今寺保育園 今 寺 1-531-2 31-1268 33-3389 関塚　文比古 勝野　智信 昭和49年4月

4 青梅 （社福）青梅福祉会 滝ノ上町 1274-1 22-2872 22-2878 山﨑　善孝 板橋　仁美 平成5年4月

5 青梅梨の木 （社福）梨の木福祉会 河 辺 町 6-12-3 24-7481 24-7485 嶋田 稔 宮川　美子 昭和53年4月

6 青梅みどり第一 （社福）青梅みどり福祉会 師 岡 町 4-8-8 23-3600 23-3750 髙村　直一 宇津木　博宣 昭和49年4月

7 青梅みどり第二 〃 師 岡 町 1-113-20 24-7400 24-8047 〃 浜中　茂 昭和53年4月

8 青梅ゆりかご （社福）青梅ゆりかご保育園 東 青 梅 5-18-55 24-4455 24-9655 髙橋　利昌 丸山　ナナコ 昭和49年4月

9 おそき （社福）小曾木福祉会 小 曾 木 4-2227-1 74-5315 74-5359 柳内　敏久 新居　一彦 昭和35年2月

10 かすみ （社福）青梅みどり福祉会 東 青 梅 6-1-12 22-2235 21-3513 髙村　直一 伊藤　英彦 平成5年4月

11 かすみ台第一 （社福）かすみ台福祉会 大 門 2-253 31-5760 31-9690 池田　公男 武藤　裕代 昭和40年4月

12 かすみ台第二 〃 野 上 町 3-12-1 23-3045 22-1511 〃 伊藤 いづみ 昭和46年4月

13 かすみ台第三 〃 谷 野 191-1 31-1293 31-3126 〃 森本　淑子 昭和49年4月

14 河辺 （社福）河辺保育園 河 辺 町 4-20-12 22-1321 25-2202 市川　薫 一宮　みの里 昭和46年4月

15 上長渕 （社福）上長渕保育園 長 淵 7-311 23-1569 22-1400 岩浪　正明 田中　伸佳 昭和44年6月

16 駒木野 （社福）駒木野保育園 駒 木 町 2-46-1 22-4804 21-5342 武藤　勝則 藤野　唯基 昭和42年4月

17 新町 （社福）新町保育会 新 町 2-21-9 31-5302 32-7631 新井　一寿 青木　直子 昭和41年8月

18 新町西 〃 河 辺 町 7-14-2 31-1429 32-7633 〃 廣瀬　純子 昭和47年4月

19 新町東 〃 新 町 8-5-2 31-2363 32-7632 〃 松井　一代 昭和45年4月

20 鈴の音 （社福）鈴風会 大 門 3-4-5 31-7841 31-7846 高木　博康 舘 　盛人 昭和54年4月

21 ちがせ （社福）千ヶ瀬保育会 千ヶ瀬町 3-389-9 24-4152 22-1677 柳川　金一 土屋　みどり 昭和43年4月

22 友田 （社福）友田保育園 友 田 町 4-106 22-7935 22-7750 嶋田　晃 坂田　真吾 昭和43年6月

23 長渕 （社福）長渕保育園 長 淵 4-225 22-8102 22-8108 尾藤　徳篤 富樫　啓子 昭和47年4月

24 成木 （社福）成木保育園 成 木 4-683-5 74-7321 74-4256 井上　忠男 川窪　公夫 昭和48年4月

25 にこ森 (株)モアスマイルプロジェクト 新 町 4-14-16 34-9706 34-9707 空野　優子 空野　竜雄 令和2年4月

26 梅郷 （社福）梅郷福祉会 梅 郷 3-776-7 76-1088 76-1248 榎戸　薫 園田　陽子 昭和53年4月

27 畑中 （社福）畑中保育園 畑 中 2-593 22-8103 21-5335 福泉 哲男 渡邉　三千代 昭和47年4月

28 日向和田 （社福）日向和田保育園 日向和田 2-374-7 23-3420 85-8080 浅見　俊行 清水　久恵 昭和46年4月

29 二俣尾 （社福）二俣尾保育園 二 俣 尾 4-1067 78-9466 78-7130 福田　珠子 関根　よしみ 昭和52年4月

30 三田 （社福）修敬会 沢 井 2-843 78-8022 78-8023 鈴木　直人 鈴木　慶子 昭和46年4月

31 よしの （社福）よしの保育園 柚 木 町 2-312-1 76-0809 76-2828 増澤　秀丸 増澤　正見 昭和47年4月

認定こども園

施　設　名 区分 電 話 FAX番号 設置者 園　長 開設年月

1 青梅エンゼル保育園 地方裁量型 新 町 8-3-8 31-8125 32-4312 村上　喜美夫 村上　順一郎 平成22年11月

2 四恩幼稚園 幼稚園型 天ヶ瀬町 1032 21-2121 22-6686 築山　滋 築山　滋 昭和30年9月※1

3 青梅幼稚園 幼稚園型 河 辺 町 7-2-3 31-0373 31-0334 横山　牧人 横山　牧人 昭和25年12月※2

小規模保育事業

施　設　名 区分 電 話 FAX番号 連携保育所 開設年月

1 ちいさな鈴 小規模保育事業 末 広 町 2-7-34 27-3328 同左 鈴の音保育園 平成24年10月

2 NICOLANDほいくえん 小規模保育事業 新 町 4-18-9 34-9181 34-9182 にこ森保育園 平成28年6月

3 あんじゅ保育園 小規模保育事業 藤 橋 2-494-1 27-5138 31-1898 青梅ゆりかご保育園 平成29年4月

家庭的保育事業

施　設　名 区分 電 話 FAX番号 連携保育所 開設年月

1 井梅　清美 家庭的保育事業 今 寺 5-4-17 34-9768 今寺保育園 平成27年4月

　※1保育部分は令和３年４月
　※2保育部分は令和６年11月

保育所・施設一覧表

所　在　地

所　在　地

所　在　地

所　在　地
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用語の解説 

１ 保育所等 

ここで言う保育所等とは、認可保育所、認定こども園、小規模保育事業、家庭的保育事業のことを

言い、全ての施設が都または、青梅市から認可を受けた上で設置されていて、保護者の就労や出産、

疾病、親族の介護・看護等の理由により、家庭で小学校就学前の児童の保育ができない場合、保護者

に代わって一定の時間、児童を保育する施設です。 

このため、幼児教育を主とし、幼児の心身の発達を助長することを目的とする幼稚園とは、目的、

入所資格、保育時間等に違いがあります。 

２ ０歳児保育 

０歳児の保育は全園で実施しています。ほとんどの園で５６日を経過した翌月１日の入所から申込

みができますが、一部の園では４２日を経過した翌月１日から入所できる所や５～６か月を経過した

翌月１日からの入所となっている所もあります。 

３ 延長保育 

保育所等の開所時間は原則１１時間となりますが、開所時間を超えた時間帯（保育短時間の場合は

８時間を超える時間帯）に行われる保育を延長保育と呼びます。なお、延長保育の時間帯では、通常

の保育料とは別に各園で定めた利用料がかかります。 

４ 疾病・障害等をお持ちの児童の保育 

お子さんが定期通院を要する疾病や心身の障害等をお持ちのため集団保育にあたって配慮が必要な場合は、

必ず申込み前に入所を希望される保育所等へ相談に行っていただき、保育対応の可否について確認を取ってか

ら申込みしていただくようお願いいたします。 

５ 食物アレルギーをお持ちの児童等の保育 

食物アレルギーや宗教上の理由から除去食などの特別な対応が必要な場合については、必ず申込み前に入所

を希望される保育所等へ相談に行っていただき、保育対応の可否について確認を取ってから申込みしていただ

くようお願いいたします。 

６ 一時預かり 

市内在住で保育所等に通所していない児童が、保護者の短時間就労・傷病・災害・事故・出産・看

護・介護・冠婚葬祭・保護者の心理的負担または肉体的負担を解消するためなどの理由で、家庭にお

いて一時的に児童の育児ができない場合に利用できます。利用の際は、各保育所等へ登録が必要とな

ります。 

７ 定期利用保育 

パートタイム勤務など短時間勤務に対応することを目的として、保育所等において児童を複数月に

わたって継続的に保育します。利用の際は、各保育所等へ登録が必要となります。 

８ 病児保育 

病気中で集団保育ができない児童の保護者が、仕事等のため家庭において児童の保育ができない場

合に利用できます（利用するには、医師の診断を受ける必要があります。）。 

９ 病後児保育 

病気の回復期にあって集団保育ができない児童の保護者が、仕事等のため家庭において児童の保育

ができない場合に利用できます。 

10 子育てひろば 

地域での子育て家庭の支援を行うため、子育て家庭を中心に集いの場を提供しながら、子育て相談

や子育てサークルの支援などを行っています。 

※上記４・５については、保育対応の可否を確認できない場合、その保育所等には入所申込みができないことがあります。 

※上記６・７・８・９については、実施している保育所等において事前登録が必要となります。利用料金・時間等については、実
施保育所等にお尋ねください。 
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お知らせ 
 
◎ 認定こども園および家庭的保育事業の廃園（予定）について 

ねむのき幼稚園および木﨑家庭的保育事業は令和７年度末をもって廃園いたします。それに伴い、

令和８年度から青梅市内の認定こども園は３園、家庭的保育事業は１園となります。 

 
◎ 電子申請について 

新規入所申込みや在籍児童用の保育を必要とする事由を証明する書類の提出など、一部の申請をオ

ンラインで行うことができます。詳しくは、青梅市ホームページで手続きに必要な添付書類や手続方

法などを御確認ください。締切日や注意事項等については６ページを御参照ください。 

 
◎ 認定こども園・小規模保育事業・家庭的保育事業の御利用について 

認定こども園・小規模保育事業・家庭的保育事業の利用についても青梅市へ利用の申請をしていた

だきます。認可保育所との併願や、混在した希望順にすることが可能です。なお、事業ごとに申請で

きる上限は３施設までです。また、締切日以後も募集がある場合は随時受け付けております。詳しく

は各事業のページを御覧ください。 

 
◎ 青梅市保育の実施に関する規則 

過去に発生した分を含め、保育料を滞納している世帯における児童の保育所等入所について、完納

している世帯との公平性を保つ必要から、利用調整基準の調整点数表に減点項目が設定されています。 

   
◎ 災害時の対応について 

風水害に関する避難情報で青梅市が「警戒レベル３」以上を発令した場合、または、「震度５弱以上」

の地震が発生した場合は、いずれも降園もしくは休園を基本とします。なお、休園に伴う代替保育は

実施しないことを基本としていますので、御理解・御協力をお願いいたします。 

 

◎ 保育施設休園時の代替保育について 
自然災害等を要因として保育所等が休園した場合、原則、他施設での代替保育は行いません。自宅保育

について御理解・御協力をお願いいたします。 

 
◎ 保育所児童保育要録について 

保育所等を卒園するときに、各保育所等で作成する「保育所児童保育要録」が就学先の小学校長に

送付されます。これは、お子さんの保育所等での状況等を就学先に引き継ぎ、就学先においてより良

い育成を図るために行われています。 

 

◎ 障害児巡回指導について 
お子さんの発達の状況を確認し、保育士等へより良い保育方法を助言・指導するために、相談員が

保育所等を巡回しております。 

 
◎ 定期利用保育について 

畑中保育園と長渕保育園では、パートタイム勤務など短時間勤務に対応した、児童を複数月にわた

って継続的に保育する定期利用保育を行っています。詳しくは各保育所へお問い合わせください。 

 
◎ 休日保育について 

東京恵明学園では、一時的に家庭での養育ができない乳幼児を対象とした『乳幼児ショートステイ

事業』を実施しており、７日間／月を限度に利用することができます。 

詳しくは子育て応援課子育て推進係へお尋ねください。 

 
◎ 認証保育所利用時の保育料の補助について 

毎月の認証保育所の保育料から認可保育所を利用した場合の保育料を差し引いた額を補助します。

補助するにあたり要件がありますので、詳しくはこども育成課へお問い合わせください。 
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保育の必要性の認定について  

 

保育所等の利用を希望される場合は、保育の必要性の認定が必要になります。 

 

《 認定区分 》 

区分 保育の必要性 年齢 利用施設 

１号 教育 なし 
満３歳以上 

幼稚園、認定こども園（教育） 

２号 
保育 

あり 

(別表参照) 

保育所、認定こども園（保育） 

３号 満３歳未満 保育所、認定こども園（保育）、地域型保育など 

 

《 教育・保育施設 》 

施設種別 内  容 

幼稚園 幼児教育を行う施設 

保育所 保育（２０人以上）を行う施設 

認定こども園 幼稚園と保育所の機能を併せ持つ施設 

地域型保育 
少人数（１９人以下）を対象に保育を行う施設 

家庭的保育、小規模保育、事業所内保育など 

 

《 保育の必要性の事由と認定期間および保育時間 》 

就労や育児休業など保育を必要とする事由によって、認定の有効期間や保育を受けられる

時間が決まります。保育時間によって利用者負担金も変わります。 

事由が変更となる場合は、必ず届出が必要です。 

※ 保育時間の変更は書類が提出された翌月からになります。 

 

〇保育標準時間 １日最大１１時間（各施設が定めた時間） 

〇保育短時間  １日最大 ８時間（８：３０～１６：３０） 

事由 有効期間 保 育 時 間 

就労 就労期間が満了する月の末日まで 標準時間 

出産 出産予定月の翌々月の末日まで 標準時間 

疾病・障害等 入院、療養を要しなくなる月の末日まで 標準時間 

介護・看護 介護を要しなくなる月の末日まで 標準時間 

災害復旧 災害の復旧が終了する月の末日まで 標準時間 

求職 90 日が経過する月末まで 短時間 

就学 就学期間が終了する月の末日 標準時間 

児童虐待・DV 保育を要する期間 標準時間 

育児休業 
満１歳に達する年度の翌年度４月末日または満１歳

６か月になる月末のどちらか遅い期日まで 
短時間 

その他 上記に類するもの 上記事由に準じる 

認定の有効期間は、原則、1 号・２号は小学校就学前まで、３号は満３歳の誕生日の前々

日までとなりますが、事由によって変わります。３歳になり３号から２号への変更について

は、市で変更いたします。 

保育標準時間は、保育短時間に変更できます。希望される方は手続をしてください。 
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《 保育所等の認定基準および必要書類について 》 

保護者（父・母）が以下の条件により児童の保育を必要とすると認められる場合、保育所等を利用す

ることができます。以下の条件を満たすことを証明する書類を申請書に添付してください。 

事 由 必 要 書 類 児童の保育を必要とすると認められる要件 

就 労 

就 労 証 明 書 

（４月入所申込みは

令和７年９月以降、

それ以外は３か月以

内に発行されたも

の） 

居宅外で、週２日以上（日曜日は含まない。）で、かつ、実務で週１２時

間以上の仕事をしていることを常態としている場合 

※自営等も同様の条件とします。 

内職で、月収 15,000 円以上（産後１年未満は、月収 10,000 円以上）の

実績がある場合 

 育 児 休 業 

就労証明書の「育児休

業の取得」・「育児の

ための短時間勤務制度

利用の有無」にも必要

事項を記入 

原則、保護者が育児休業から復帰する月の前月からの入所の申込みがで
きます。(４月入所を希望される場合は、５月３１日までに職場に復帰する
ことが証明されていること。) 
 ※転入予定で育休取得中の方は事前にこども育成課保育・幼稚園係に御

相談ください。 

出 産 
・母子手帳の写し 

・出産予定日報告書 

出産の場合（出産予定月を挟んで前後２か月の計５か月以内） 

※出産要件の前後も、出産以外の要件に該当していること。 

疾病･障害等 

・診断書または障

害者手帳の写し 

・病気等状況報告書 

保護者が病気や負傷または心身に障害があり、療養をしなければならな

い場合（診断書は、４月入所申込みは令和７年９月以降、それ以外は３か

月以内に発行されたもの） 

介護･看護 

・診断書または障害

者手帳や介護保険

被保険者証等の写し 

・介護・看護状況報告書 

長期にわたる病気や負傷で療養または心身に障害のある親族の看護に

常時当たっている場合（診断書は、４月入所申込みは令和７年９月以降、

それ以外は３か月以内に発行されたもの） 

災害復旧 
具体的状況を 

証明する書類 

地震、火災や風水害などの災害に遭い、家屋の破損のため復旧等に当た

っている場合 ※事前にこども育成課保育・幼稚園係に御相談ください。 

就 学 
・在 学 証 明 書 

・授業カリキュラム 

週２日以上（日曜日は含まない。）で、かつ、週１２時間以上、居宅外で、

就学または技能習得を行っている場合（自動車教習所・パソコン教室は認

められません）。原則として、学校法人の学校、専門学校など 

求 職 
求職は、保育所等に入所後３か月以内に就労することが条件です。 

（保育所等に入所後３か月目の１５日までにこども育成課保育・幼稚園係に就労証明書を提出

していただきます。 ※３月のみ１０日が締切になります。） 

不 存 在 ※現況を報告していただく場合があります。 

その他、上記事由に該当しない場合は、こども育成課保育・幼稚園係に御相談ください。 

 

注１ 提出された書類の内容に虚偽の事実（就労していないのに証明書だけ書いてもらった、介護の実態がな

いなど）が発覚した場合、保育所等の利用決定を取消します。 
 
注２ 提出していただいた書類の内容について、随時、就労先等に調査、確認をします。また、書類不備等の理

由により市役所に来庁いただく場合もあります。 
 
注３ 保育児童の安全確保のため、申込書に保育児童の状況を記入していただきます。 

保育児童が疾病等で定期通院している、障害等がある場合は、利用申込みの前にあらかじめ希望保育所等

への相談が必要です。なお、このような場合には、身体障害者手帳・愛の手帳等の所持状況の申告が必要

となります。 
 
注４ 「内定」での就労証明書を提出した場合、実際に仕事を始めてから再度就労証明書を提出していただき

ます。内定先と異なる所へ就労した場合、虚偽の証明と判断し、保育所等の入所が解除（退園）されます。 
 
注５ 保育の必要性の事由等を変更するための一部書類はホームページに電子データを掲載しており、電子申

請や郵送による手続きも可能です。手続き内容を事前に御確認の上、御対応をお願いいたします。なお、

保育の事由等の変更により保育所等に預けられる期間や時間が変更になる場合があります。 
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▲電子申請一覧 QR コード 

入所申込みから入所までの流れ 

 
①＜窓口での申込みの場合＞ 

申込み締切日までに必要書類（P3３参照）を下記受付場所にお持ちください。（先着順ではありませんが、締切間際や連

休前は混雑の恐れがありますので余裕をもってお越しください。） 

受付場所 青梅市こども育成課（市役所１階１２番窓口） 

申込期間 

４月一次入所 令和７年１１月１７日（月） ～ 令和７年１２月１０日（水） 

４月二次入所 令和８年２月２日（月） ～ 令和８年３月１０日（火） 

申込締切日 

５月入所 令和８年４月１５日（水） １１月入所 令和８年１０月１５日（木） 

６月入所 令和８年５月１５日（金） １２月入所 令和８年１１月１３日（金） 

７月入所 令和８年６月１５日（月） １月入所 令和８年１２月１５日（火） 

８月入所 令和８年７月１５日（水） ２月入所 令和９年１月１５日（金） 

９月入所 令和８年８月１４日（金） ３月入所 令和９年２月１５日（月） 

１０月入所 令和８年９月１５日（火）  

※１ 受付時間は午前８時３０分から午後５時まで（木曜日は午後８時まで）。 

※２ 土曜日、日曜日、祝日、年末年始は窓口での申請を受け付けておりません。 

※３ 電子申請は一部（★）を除き期間中いつでも申請を受け付けております。 

（★１２月１１日（木）～２月１日（日）の期間は電子申請での４月入所申込を受け付けておりません。） 

 

②＜電子での申込みの場合＞  

①に記載の申込締切日の５日前必着です（該当日が土・日・祝日の場合には、前開庁日必着）。 

※申請には本人確認書類が必要です。詳細は青梅市ホームページ（右上の QR コード）を御確認ください。 

※電子で申込みをされた場合には、お手数をおかけいたしますが、必ず青梅市こども育成課保育・幼稚園係まで御連絡

いただきますようお願いいたします。 

※提出された書類に不備があった場合、記載内容について確認することがありますので、確実に連絡が取れる連絡先で

お申込みください。認定事由に該当しないと判断した場合、利用調整の対象にならないことがあります。また、不足書

類がある場合、電話で連絡いたします。不足書類の提出締切日は①に記載の申込締切日となりますので、必ず提出し

てください。提出がない場合は、入所・転園希望月の利用調整の対象にはなりません。 

 

③＜郵送での申込みの場合＞ 

郵送先は、【〒198-8701 青梅市東青梅 1-11-1 青梅市役所こども育成課保育・幼稚園係】です。 

①に記載の申込締切日の５日前必着です（該当日が土・日・祝日の場合には、前開庁日必着）。 

※郵送で申込みをされた場合には、お手数をおかけいたしますが、必ず青梅市こども育成課保育・幼稚園係まで御連絡

いただきますようお願いいたします。 

※申請書類については、「P3３ 保育施設利用申込みの提出書類チェックリスト」を御確認ください。 

※提出された書類に不備があった場合、記載内容について確認することがありますので、確実に連絡が取れる連絡先で

お申込みください。認定事由に該当しないと判断した場合、利用調整の対象にならないことがあります。また、不足書

類がある場合、電話で連絡いたします。不足書類の提出締切日は①に記載の申込締切日となりますので、必ず提出し

てください。提出がない場合は、入所・転園希望月の利用調整の対象にはなりません。 

※書類の遅れや不着の場合については、選考対象とはなりませんので御注意ください。 

※書類は到着確認が出来る郵送方法（簡易書留やレターパック等）で提出してください。到着確認の問い合わせには対

応できません。 

※郵送事故等による書類の遅れや不着については、市は一切責任を負いません。予め御了承ください。 

〈各種申込み方法〉 
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保育所等の募集人数に応じて市が定める利用調整基準表にもとづき、点数が高い順に保育所等の入所を決定します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

４月一次入所：１月末ごろ ／ ４月二次入所：３月下旬ごろ ／ ５月～３月入所：申込月下旬ごろ 

 

 

 

 

後日、入所が決まった保育所等から連絡がいきます。 

説明会等に出席をし、必要な手続きを行ってください。 

 

 

 

 

 

 

申込書は年度内有効のため、再度の申請は不要です。希望

先の変更や申込みの取下げを行う場合は、次回の締切日

までに手続きをしてください。 

※保留となった場合は初回のみ通知します（４月二次保留

通知については、一次で保留となった方にも通知します）。 

 

 

MEMO 

                                                 

                                                 

                                                 

                                                 

                                                 

                                                 

                                                 

決定 保留（待機） 

 
利用調整 

 利用調整結果通知書・給付認定通知書の発送 

 申込み 
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▲転入予定者 
必要書類 

申込み上の注意 

＜希望園について＞ 

認可保育所、認定こども園、小規模保育事業、家庭的保育事業の事業ごとに３つ（最大１０施設）まで選ぶことが

できます。認定こども園、小規模保育事業、家庭的保育事業を希望する場合は、申込み前に必ず見学をしてくださ

い。また、希望先の募集が０人でも退園・転園等で空きが生じることがあるため、申込みは可能です。 
 

＜食物アレルギー等があるお子さんについて＞ 

食物アレルギー等の種類や在園児童の除去対応人数などによって受け入れ可能状況が異なりますので、必ず申

込み前にお子さんと一緒に入所を希望する全ての保育所等に見学・相談を行い、保育所等で受入れが可能か確認

してください。申込み時にも改めて市から希望園へ受入れ可能かの確認を取りますので、見学に行っていない場

合は申込みを受け付けできません。 
 

＜障害・集団保育にあたって配慮が必要な疾病を有するお子さんについて＞ 

お子さんの状態や保育所等の体制等によって受入れ可能状況が異なりますので、必ず申込み前にお子さんと一

緒に入所を希望する全ての保育所等に見学・相談を行い、保育所等で受入れが可能か確認してください。申込み時

にも改めて市から希望園へ受入れ可能かの確認を取りますので、見学に行っていない場合は申込みを受け付けで

きません。 
 

＜０歳児保育について＞ 

保育所等によって０歳児保育の受入れ可能月齢が異なります。認可保育所保育内容（P18-19）または各保育事

業の案内ページ（P28-30）を御確認の上、申込みください。 
 

＜青梅市外の保育所等を希望する場合＞ 

市区町村により申込方法等が異なるため、希望する保育所等が所在する市区町村に「提出先」、「申込み締切日」、

「必要書類」、「申込条件」等を確認し、希望先の市区町村の締切日の１週間前までに青梅市こども育成課に申込み

をしてください。 

※希望先の市区町村に転出予定がある方は、直接、希望先の市区町村にお申込みください。 
 

＜青梅市外からの申込みについて＞ 

① 転入予定がある方 （青梅市民として選考） 

青梅市に転入予定の方は青梅市の申込締切日までに青梅市こども育成課で申請をしてください。 

必要書類 

・申込書類一式（青梅市様式） 

・転入に関する誓約書（青梅市様式） 

・賃貸借契約書または売買契約書の写し 

提出先 

青梅市こども育成課 

※転入前の申込みは仮申込みのため、入所希望月の前月末日までに青梅市へ転入（住民票

を異動）し、青梅市こども育成課の窓口で本申込みを行わない場合は、入所が決まっていて

も取消しとなります。 

② 転入予定がない方 （青梅市民の選考後に空きがあれば選考） 

転入予定がない方は青梅市の締切日の１週間前までに、現在お住まいの（住民票がある）自治体で申込みをし

てください。 

保護者どちらかの勤務地が青梅市にある場合、または青梅市が通勤経路、青梅市で里帰り出産をする場合

（出産予定月とその前後２か月の計５か月に限る）に申込むことができます。 

必要書類 申込書類一式（住民票がある市区町村の様式） 

提出先 現在お住まいの（住民票がある）自治体 
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